
1 初動対応

宮城県災害動物保護センター

いわき市ペット保護センター
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●新たに場所を選定し設置した例

いわき市（東日本大震災）

　いわき市では、民有地を借り上げ、いわき市ペット保護センターを設
置した。他市から避難した被災者のペットも受け入れ、飼育管理は飼い
主とボランティアにより実施している。

動物救護施設の形態

●既存施設の敷地内に設置した例

宮城県（東日本大震災）

　宮城県では、宮城県動物愛護センター敷地内のドッグランの場所

に、新たに県災害動物保護センターを設置し、保護された動物の収

容を行った。

災害発生時の動物救護対策3

● 現地動物救護本部等の設置
● 被災状況、避難状況等の情報収集
● 備蓄品の配布や救援物資の受け入れ準備
● 緊急災害時動物救援本部等への支援要請
● 避難所への獣医師、ボランティア等の派遣協力要請
● ボランティアの募集
● 義援金の募集

◆ 現地動物救護本部等の設置及び初動対応の例

　避難指示が出された際に都道府

県等は、避難誘導を行う市区町村担

当部署と連携して、ペットの飼い主

に対して、人の安全を確保した上で、

ペットを連れて避難するよう呼びか

け等を行う。避難所によりペットの

受け入れが不可の場合は、ペット受

け入れ可の避難所への避難指示につ

いても可能な限り行う。

　避難所に避難してきたペット同行

避難者に対し、避難所管理者等は、

ペットの飼育場所、飼育ルール等に

ついて指導を行う。

（1）ペット同行避難者等への対応

（2）現地動物救護本部等の設置及び初動対応

　災害が発生した際には、災害の規

模や被災状況等を勘案して、自治体・

地方獣医師会等が現地動物救護本

部等設置の要否を判断する。現地動

物救護本部等の構成団体（自治体、

地方獣医師会、民間団体、企業等）は、

連携して動物救護活動を実施する。
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　現地動物救護本部等を設置した場

合、自治体または現地動物救護本部

長は、速やかに構成団体に通知し、

初動要員の確保などを要請する。各

構成団体は、各団体と連携し、あら

かじめ決めておいた各団体の役割に

沿って動物救護活動に当たる（現地

動物救護本部等設置要綱に関連する

様式は、資料 2 を参照）。

　
　現地動物救護本部等は、被災市

区町村や災害対策本部等から被災状

況や避難所の設置の有無、数、場所

等の設置状況を確認するとともに、

各避難所でのペット同行避難者の避

難状況等の情報収集を行う。その際、

緊急連絡網も活用し、できる限りの

情報収集に努めるものとする。

被災状況、避難状況等の情報収集

仙台市被災動物救護対策本部の看板

現地動物救護本部等の設置

避難所での情報掲示板（岩手県県南地域）
迷子動物やペットの支援に関する情報なども掲示されている

　平常時より、自治体が設置してい
る動物愛護センター、保健所等に配
備したペットフード等の備蓄品の保
管状況を確認し、避難所等への配布
計画を立てる。また、構成団体等と
連携を図りながら得られた情報をも
とに、必要に応じた分配を行う。

　自治体や現地動物救護本部等は、
緊急災害時動物救援本部への支援
要請を行う。支援要請に当たっては、
被災動物の種類・数及び被災状況と
必要な物資の種類・量等をある程度
把握しておくことが望ましい。発災
後の混乱で情報収集が進んでいない

　また、災害対応が長期化するおそ
れがある場合は、あらかじめ検討し
ておいた、届いた物資の保管場所、
中継地点の確保、輸送方法等を参考
に、救援物資の募集、受け入れ準備
を行う。

場合は、優先順位の高いものや不足
が予想されるものを整理し、緊急災
害時動物救援本部に要請するととも
に、速やかに、情報収集体制を整え
る。また、物資支援等の内容につい
て飼い主をはじめとした住民への周
知を図る。

備蓄品の配布や救援物資の受け入れ準備

緊急災害時動物救援本部への支援要請

緊急災害時動物救援本部による救援物資の発送作業

  

避難所への配布（岩手県獣医師会）救援物資（仙台市動物管理センター）
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　自治体や現地動物救護本部等は、
独自にボランティア登録制度を設け
ている場合、登録リストを基に登録
者に協力要請を行う。
　ボランティアを募集する場合は、
協力が必要な活動内容、必要な人材
とその人数、活動場所・期間等を整
理し、募集を開始する。
　動物愛護団体等の民間団体が動物
救護活動を行う場合も、可能な限り、
自治体や現地動物救護本部等が募集
するボランティアに登録するよう、呼
びかける。

ボランティアの募集

　自治体や現地動物救護本部等は、
被災動物の治療が必要な場合、地方
獣医師会に獣医師の派遣を、避難所
の数や被災動物が多い場合には構
成団体等にボランティアの派遣を協

力要請する。
　協力要請に当たっては、あらかじ
め被災地周辺の安全確認、人員体
制、活動内容、持参物資リスト等を
把握した上で行う。

避難所への獣医師、ボランティア等の派遣協力要請

避難所での訪問診断（岩手県獣医師会） 避難所でのペット健康相談（郡山市獣医師会）　

動物救護施設におけるボランティア
ミーティング（福島県）

　自治体や現地動物救護本部等は、
災害の規模、被災状況、動物の被災
状況等を考慮して、活動開始後必要
に応じて義援金の募集を開始する。

義援金の募集

義援金募集等の公告（左上）とＰＲを兼ねた貯金箱（右上・下）
（福島県動物救護本部） 

集まった義援金は適切に管理し、必
要な支援に活用する。義援金の使途
は、必ず、ウェブサイト等で公表する。

福島県
● 福島県動物救護本部では、義援金募集の公告の他に、PR を兼ねた
　貯金箱の飾りをウェブサイトで提供している。
● 被災した南相馬市の障害者支援施設と提携し、障害者支援施設で作
　成されたチャリティー缶バッチを販売している。売り上げは障害者
　支援と被災動物の飼育に係る費用の双方に充当する。

これまでの災害での事例
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避難所におけるペットの飼育方法の決定

● 避難所におけるペットの飼育方法の決定
● 避難所でのペットの適正飼育の指導
● 動物相談窓口の設置及び運営
● 必要な物資の支援
● ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
● 獣医師によるペットの健康チェック

◆ 避難所におけるペット同行避難者の受け入れのための対応例
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埼玉県（東日本大震災）
　埼玉県加須市では、「旧騎西高校」を避難所として、福島県双葉町
の住民約 1,400 人を受け入れた。動物愛護団体、動物愛護推進員、双
葉町役場関係者、加須市及び埼玉県の連携により、敷地内の弓道場を
利用してペット専用の飼育施設を設置したほか、動物愛護団体の善意
により施設内にエアコンが整備された。

「旧騎西高校」敷地内の弓道場を利用したペット専用の飼育施設

　ペット同行避難者が避難してきた

後は、決められた飼育場所で、飼い

主自身が飼育管理を行うことが原則

となる。

　様々な人やペットが共同生活を送

る避難所においては、ペットに起因

　避難所の管理者等や現地動物救

護本部等は、避難所の形態、ペット

同行避難者及びペットの数、季節・

気候等を考慮して、避難所（避難所

敷地内）におけるペットの飼育スペー

スや飼育方法を決定する。

　飼育スペースの決定に当たっては、

ペットを飼育していない避難者との

動線が交わらないよう配慮すること

したトラブルが発生しないよう、ま

ずは飼い主が適正な飼育に努めるこ

とが重要であり、避難所の管理者等

や現地動物救護本部等は、その適正

飼育を支援する。

で、ペットに関する苦情やトラブルを

軽減することが可能となる。

　また、犬は集団になると連鎖して

吠える習性を持つが、その状況下に

限らず、犬と猫等の動物がひと所で

生活することは、ストレスを増大さ

せてしまう原因となるため、可能な

限り、犬と猫等の動物は区分して飼

育できることが望ましい。

（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ

2 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育 避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

　人とペットの居住場所を区別する方法としては、「避難所内の一角
をペット飼育用スペースとする方法」や、「避難所敷地内にプレハブ等
を設置してペット飼育用スペースとする方法」等がある。
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（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ

2 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育 避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

　人とペットの居住場所を区別する方法としては、「避難所内の一角
をペット飼育用スペースとする方法」や、「避難所敷地内にプレハブ等
を設置してペット飼育用スペースとする方法」等がある。
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新潟市避難所のペット用避難施設（新潟市西総合スポーツセンター）

避難所のペット収容施設（郡山市）

避難所の状況（大船渡市）

新潟県（東日本大震災）
● 新潟市西総合スポーツセンターのゲートボール場をペット用避難施 

   設として利用した。
●  ペット飼育スペースを区分し、ペット用避難施設の設置、犬の係留、

  ケージ内飼育、飼育環境の清掃等を飼育条件とすることで、ペット

  を飼育していない避難者のストレスにならないよう配慮した。

郡山市（東日本大震災）

　郡山市では、避難所敷地内にペット専用施設を建設し、人と動物
のスペースを区分することにより、ペットと一緒に生活したい飼い主
とペットを飼育していない避難者の双方に配慮した。

いわき市（東日本大震災）

　スペースの確保できる避難所（学校の教室など）では、ペット飼育者と

非飼育者の生活スペースを教室毎に分ける等の区分を行った。

大船渡市（東日本大震災）

　ペットと避難者が同じ空間で生活する体育館等の避難所では、非飼育

者からペットの臭い、鳴き声、被毛の洗濯物への付着に関する苦情があっ

た。そのため、避難所内に仕切り板を

設置し、飼育者と非飼育者の住み分け

を行った。また、ドーム型テントを利

用して生活スペースを空間的に区分す

る等の対応を行った。

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

避難所における対応事例（飼育者と非飼育者との空間的区分）

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）
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＜車中避難について＞
　これまでの災害では、避難所にペットを入れられないため、自家用

車の中で人とペットが一緒に生活する事例もみられた。車内のように

狭い空間で長時間じっとしていると、人が「エコノミークラス症候群」

になる危険性があったり、夏の場合は、人もペットも「熱中症」にな

るおそれがあるため、十分に注意が必要である。

これまでの災害での事例

避難所での飼育ルール（仙台市）

避難所でのペットの適正飼育の指導

　避難所でのペット飼育に起因した

苦情やトラブルの原因として、鳴き

声、におい、毛の飛散、糞の放置等

が挙げられる。避難所で、人とペッ

トが秩序ある共同生活を営むため、

飼い主自身が適正飼育に努めるとと

もに、避難所の管理者等や現地動

物救護本部等及びボランティアが連

携して、飼育ルールや衛生管理方法

等について飼い主への指導を行う。

　飼い主は「飼い主の会」を立ち上

げるなどして、飼い主相互に協力し

て、飼育スペースの衛生管理や、ペッ

トの適正な飼育を行うよう促す。　

　また、避難所の管理者等または

現地動物救護本部等は、避難所で

の飼育動物の受付簿等を作成し、飼

育状況を管理することが望ましい。

（受付に関連する様式は資料 3 ～ 4

を参照）。

岩手県（東日本大震災）

　 ペット飼育者の多い避難所では、飼育していない避難者からも理解

されるペット飼育体制を確保するため、「飼い主の会」を設立し各飼育

者が役割を分担した事例もあった。

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、飼育者向けの避難所における飼育ルールを配布した。

避難所における対応事例（ルール・マナー作り）
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◆ 動物相談窓口における対応例

● ペット飼育用品等の救援物資の配布
● ペットの飼育方法、衛生管理方法等に関する助言
● 治療等が必要なペットへの対応
● ワクチン接種、健康管理等の実施
● 行方不明動物の届出受付、行方不明動物の情報収集及び情報提供

動物相談窓口の設置及び運営
　自治体等は、避難所を巡回する以

外に、被災動物に関する支援を行う

相談窓口を設置する場合は、避難住

民が支援を求める場合の連絡先や

避難所における動物の健康相談（郡山市獣医師会）

支援内容を避難所等に掲示する。相

談窓口は、避難所内に短期間設置す

るなどしてもよい。（相談受付に関連

する様式は資料 5 ～ 6 を参照）。

岩手県（東日本大震災）
　岩手県災害時動物救護本部で

は、ペットの保護（一時預かり）

や行方不明動物の照会に関する連

絡先、震災でケガをしたペットの

治療についてなどの様々な相談窓

口となる連絡先を記載したチラシ

を作成し、各避難所に配布した。

避難所における対応事例（相談窓口の設置）

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

動物救護対策0722見開き.indd   66-67 13.7.31   1:58:11 PM



66 67

◆ 動物相談窓口における対応例

● ペット飼育用品等の救援物資の配布
● ペットの飼育方法、衛生管理方法等に関する助言
● 治療等が必要なペットへの対応
● ワクチン接種、健康管理等の実施
● 行方不明動物の届出受付、行方不明動物の情報収集及び情報提供

動物相談窓口の設置及び運営
　自治体等は、避難所を巡回する以

外に、被災動物に関する支援を行う

相談窓口を設置する場合は、避難住

民が支援を求める場合の連絡先や

避難所における動物の健康相談（郡山市獣医師会）

支援内容を避難所等に掲示する。相

談窓口は、避難所内に短期間設置す

るなどしてもよい。（相談受付に関連

する様式は資料 5 ～ 6 を参照）。

岩手県（東日本大震災）
　岩手県災害時動物救護本部で

は、ペットの保護（一時預かり）

や行方不明動物の照会に関する連

絡先、震災でケガをしたペットの

治療についてなどの様々な相談窓

口となる連絡先を記載したチラシ

を作成し、各避難所に配布した。

避難所における対応事例（相談窓口の設置）

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

動物救護対策0722見開き.indd   66-67 13.7.31   1:58:11 PM



68 69

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

◆ 仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れのための対応例

● 仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定
● 仮設住宅でのペット飼育ルールについて
● 仮設住宅でのペットの適正飼育の指導
● 必要な物資の支援
● ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

必要な物資の支援

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

獣医師によるペットの健康チェック

　避難生活が長くなると、飼い主が

持参してきたペットフード等だけでは

不足する。自治体や現地動物救護本

部等は、避難所への定期的な巡回、

または避難所管理者等から定期的

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難所における支援にボランティア

の協力を求める場合は、避難所での

　被災したペットは体調を崩すこと

が多い。また被災住民は獣医師の診

察を受けることが難しい。このため、

自治体や現地動物救護本部等は、避

な情報収集を行うことにより、各避

難所で必要な救援物資を把握し、そ

の確保に努める（救援物資の中で、

役立ったもの、不足したものの例は

p.105 を参照）。

活動内容を明確にした上で募集し、

ボランティアの配置及び役割の指示

を行う。

難所等で獣医師による健康チェック

を受けられるように配慮することが

望ましい。

岩手県（東日本大震災）
　物資の配布に関しては、ペット飼育者が多い避難所で、避難所管理

者ではなく飼育者の一人が調整役となり、広域振興局保健福祉環境

部・センターからの物資配布の窓口になった事例もあった。

　また、ペットを飼育している自宅避難者同士でネットワークができ

た地域では、希望物品を取りまとめて、直接、広域振興局保健福祉

環境部・センターに取りに来る等、効率的に物資を提供できる体制が

構築された。

避難所における対応事例（物資の配分）

　飼い主とペットが一緒にいられる

ことは、避難生活の中で、被災者が

普段の暮らしを取り戻すために必要

な支援の一つと考える。

　しかしながら、仮設住宅での暮ら

しは限られた空間での共同生活であ

り、ペットを飼育している人と飼育し

ていない人との相互理解が不可欠で

ある。

　仮設住宅でのペットの同居におい

ても、避難所と同様に人とペットと

の距離が近くなるおそれがあり、鳴

き声や臭い、衛生害虫等の苦情が出

ることが予想されるため、仮設住宅

でペットを飼うルールを徹底し、お

互いの共通理解を構築する必要があ

る。そのために、仮設住宅の設置・

管理者と現地動物救護本部等は、仮

設住宅におけるペット飼育のルール作

りや、飼い主に対する適正な飼育の

指導や支援を実施する必要がある。

（2）仮設住宅におけるペットとの同居

 　仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定

　仮設住宅の設置・管理者と現地動

物救護本部等は、仮設住宅の状況（形

態・立地場所・地域数）、ペット同行

避難者及びペットの種類・数・飼育形

態等地域の状況を考慮して、仮設住

宅におけるペットの飼育方法を決定

する。
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　仮設住宅の設置・管理者と現地動
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する。
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岩手県（東日本大震災）

　岩手県災害時動物救護本部は沿岸被災 12 市町村あてに、ペット同

行者への対応について、仮設住宅での飼育を許可する環境を整えるよ

う要請文を発出した。なお震災前に、岩手県県土整備部が発行した「応

急仮設住宅入居の手引き」には避難所でのペット飼育について記載し

てあり、基本的に飼育出来ることが前提であったため、要請文が出し

やすかった。

仮設住宅における対応事例（市町村への要請文の発出）

仮設住宅における対応事例（関係部署との連携）

仮設住宅での飼育状況（岩手県）

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、仮設住宅担当課との連携により、仮設住宅でペット

の飼育を希望する方の情報入手が可能となった。そのため、入居説

明会であらかじめペット飼育について説明することが出来た。

　仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法は、人の居住す

るスペースとペットを飼育するスペースを区分することができ、トラブル

が起こりにくくなる。なお、ペット専用飼育施設は、飼い主同士が協力

して管理運営を行い、ペットの適正な飼育と衛生管理を行うことが必

要である。

福島県獣医師会（東日本大震災）

　福島県獣医師会では、民間企業の協力により、郡山市（ビックパレット

ふくしま）に設置された仮設住宅に近接してペット飼育用施設を設置

した。

仮設住宅における対応事例
（仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法）

仮設住宅に近接してペット飼育用施設（郡山市）
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仮設住宅において飼育者と非飼育者で居住区域を区分した例（福島県豊田町）

　仮設住宅の入居者を割り振る際に、あらかじめ飼育者と非飼育者で

居住区域を区分する方法である。一つの居住区域内で、飼育者と非

飼育者を区分する方法もある。

福島県浪江町（東日本大震災）

　浪江町では、他の住民とのトラブルの防止を目的として、ペットを同

居してよい仮設住宅の区画を用意し、ペット飼育者にはそのエリア内

の仮設住宅を案内した。（ただし設計上特別な物は無く、通常の住宅

と同様の設計となっている。）

福島県新地町（東日本大震災）
　新地町では、仮設住宅の建設の際に、被災者がペットと同居できる
ように設計した。外にもペットブースが有る。

仮設住宅における対応事例（飼育者と非飼育者の空間的区分） 　仮設住宅でのペット飼育ルールについて

　仮設住宅でのペット飼育ルール

は、基本的には仮設住宅の設置・管

理者が、自治体や現地動物救護本

部等の助言を入れて決定するが、住

民同士の話し合いで飼育方法を決め

る場合もある。

　具体的なルール作りにあたり室内

飼いのみとするか、犬の室外への係

留を認めるかについては、仮設住宅

の立地状況、地域における飼育状

況、住民の理解等を考慮する必要

がある。飼育ルールで多い事例は、

「原則として室内飼い」とする方法で

ある。限られた空間の室内で、人と

ペットが生活するためには、室内で

はケージ飼いを勧めるとよい。ただ

し、ケージ飼いがしにくい大型犬や

元々室外飼育をしていた犬について

は、別途、ルールの検討や支援が必

要となる場合がある。

仮設住宅での飼育の様子

岩手県（東日本大震災）

　岩手県県土整備部が発行した「応急仮設住宅入居の手引き」には、

「ペットを飼う場合は室内飼育を基本とし、外に出す場合は、犬・猫

ともリードを装着してください。動物好きの人、嫌いな人が共に快

適に暮らせるようご協力をお願いします。」と記載されている。

仮設住宅における対応事例（ルール・マナー作り等）
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プレハブ仮設住宅での飼育の様子
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　ペットの飼育が多いプレハブ仮設住宅では「ペットの会」が立ち上がり、
ペット飼育者のマナーアップ講座やしつけ教室を開催した。また、飼い
主によるプレハブ仮設住宅周辺の犬の糞拾い運動を実施していた仮設住
宅もある。

　また、プレハブ仮設住宅におけるペットの飼育状況の把握と飼い主を
支援するために、「仮設住宅におけるペット飼育届け」をペット飼育者に
提出してもらい、提出した飼い主には各種予防接種・寄生虫予防・健康
診断等の支援を受けられる「どうぶつと家族を結ぶ手帳」を配布した。

仙台市（東日本大震災）
　仙台市では、プレハブ仮設住宅でペットを飼育する飼い主に対して、

「仮設住宅におけるペット飼育ルール」を配布した。

どうぶつと家族を結ぶ手帳

仮設住宅における対応事例（ルール・マナー作り等）

新潟県（新潟県中越沖地震）

　新潟県では、仮設住宅でペットを飼育する住民に向けて、飼育状況や

必要な支援を把握するためのアンケート調査の実施、予防注射の無料

接種券の配布、飼育に係る注意事項を説明したチラシを配布する等情

報収集や情報提供を行った。

仮設住宅における対応事例（適正飼育の指導）

仮設住宅でのペットの適正飼育の指導

　仮設住宅でのペット飼育に起因し
た苦情やトラブルの原因には、避難
所と同様に、鳴き声、におい、毛の
飛散、糞の放置等が挙げられる。飼
い主は平常時と同様に飼い主マナー
を遵守し、適正飼育することが必要
である。
　飼い主は「飼い主の会」を立ち上げ
るなどして、相互に協力して、動物の

適正な飼育管理や衛生管理を行う。
　仮設住宅の管理者や現地動物救護
本部等及びボランティアが連携して、
飼育ルールや衛生管理方法等につい
て飼い主への指導を行うものとする。
　また、仮設住宅の管理者または現
地動物救護本部等は、仮設住宅での
ペットの飼育状況を把握する。
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仮設住宅で動物を飼育する住民向けのアンケートの案内
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仮設住宅での動物訪問診療風景（岩手県獣医師会）

◆ 主な対応例

● 負傷動物の救護
● 放浪動物の保護・収容
● 飼い主からの依頼に基づく一時預かり
● 飼い主への返還
● 新しい飼い主への譲渡

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
　仮設住宅における支援にボラン
ティアの協力を求める場合は、仮設
住宅での活動内容を明確にした上

で、ボランティアを受け入れ、配置及
び役割の指示を行う。

新潟県（新潟県中越地震）
　新潟県中越大震災動物救済本部
では、市町村の災害対策本部長に

「仮設住宅における動物飼育」に関
する要請文書を送るとともに、仮
設住宅で動物を飼育する住民に向
けて、飼育状況や必要な支援を把
握するためのアンケート調査を実
施し、予防注射の無料接種券の配
布、ケージやサークル等の無償貸
与を行った。

仮設住宅における対応事例（ケージ等の貸し出し等の支援）

必要な物資の支援

　仮設住宅でのペットの室内飼いを進
めていくためには、室内でペットが落
ち着けるスペースを作る必要がある。
　仮設住宅でのペット飼育について
も、飼い主自身の責任で必要な物資

をそろえる必要があるが、ケージ等を
調達できない飼い主のために、自治体
や現地動物救護本部等は、ケージ等
の貸し出し等の支援を行う。

3 保護が必要な動物への対応

　災害発生時には、ペットが負傷す

ることや飼い主が被災するなどで

ペットとはぐれてしまうことが想定さ

れる。

　負傷動物を発見した場合は、速や

かに保護・収容し、必要な治療を行

う必要がある。

　自治体や現地動物救護本部等は、

負傷しているペットを保護・収容し、

必要な応急治療を行う。

　負傷動物は、基本的に自治体等の

動物救護施設に保護・収容するが、

　また、放浪動物の保護は、人及び

その財産への危害防止の観点からも

重要である。

　こうした措置や飼い主からの一時

的な預かり、飼い主への返還などに

ついては、自治体等や現地動物救護

本部等が中心となって実施する。

重症の場合や長期の治療が必要とな

る場合は、地方獣医師会と協議し、

協力可能な動物病院に保護・収容す

る。

（1）負傷動物の救護
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